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パブリックコメントの結果と対応方針 

 

1 対象施策名称 

鎌ケ谷市景観形成基本計画(案) 

2 パブリックコメント実施期間 

平成25 年6 月14 日（金）～7 月16 日（火） [1 カ月間] 

3 提出者数 

2 名 

4 意見数 

6 件 

5 意見提出方法 

窓口持参（2 名） 

6 パブリックコメントと市の対応方針 

Ｎｏ ご意見（原文そのまま） 市の対応方針 

１ Ａ「大柏川・根郷川合流地域の『大柏川第2

調整池』予定地周辺」と、Ｂ「『粟野地区公

園』予定地周辺」の二つの地域を、「自然系」

景観及び「みどり・うるおいゾーン」の核と

して、明記して頂きたい。 

①(案)の中に、Ａ、Ｂの地域は、一切触れら

れておりません。なぜでしょうか。 

Ａは、「大柏川第2調整池」予定として約

20ha あり、その約7 割を鎌ケ谷市域が占

めています。Ｂは、「粟野地区公園」予定地

として約8.5ha あります。二つを合計する

と、(案)の「基礎資料編」の市内公園面積総

数に匹敵する広さとなります。この広大な面

積の意味を、核としない手はないと思いま

す。 

②(案)では、景観の構成要素の筆頭に、「樹

林」と「水辺」を上げています。そのうえ、

千葉県の「良好な景観の形成に関する基本方

ご意見のとおり、鎌ケ谷市の景観は、

河川の浸食等により形成された、谷津

に代表される起伏に富んだ地形を素

地として、緑豊かな斜面林や樹林等を

形成していること、また、そうした環

境において多様な生物の生命を育ん

でいることが特徴です。 

こうしたことから、鎌ケ谷市では、景

観計画において、目標景観像を「下総

台地にはぐくまれた、緑豊かな住みた

くなるまち 鎌ケ谷」とし、それを支

える4 つの基本目標の一つに「地形を

活かし生命をはぐくむ景観づくり（自

然系）」を設定しようと考えています。 

そうした中、「大柏川第２調節池」と

「粟野地区公園」のそれぞれの予定地

は、ご指摘のとおり、その規模や整備

内容等において、今後、本市の貴重な
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針」における良好な水辺景観の保全・創出」

や、「鎌ケ谷市環境基本計画」を示して、「水

辺を中心とした形成を重要視」すると、述べ

ています。しかも、「単に景観としての美し

さだけでなく、本質的な自然として多様な生 

物が生息できる環境」という考え方も、述べ

ております。これは、広さを必要とするばか

りでなく、周辺との有機的なつながりなくし

ては、「創出」できません。 

(案)の中に、Ａ、Ｂの地域は、一切触れられ

ておりません。なぜでしょうか。 

Ａでは、大柏川、根郷川、中沢川、二和川が

合流しまとまったハンノキ林が存在します。

ハンノキ林に隣接して樹林があり草原も続

いております。これらの自然系景観構成要素

は、(案)の条件に十分すぎるほど満たしてい

ます。「調整池の上面は、鎌ケ谷市さんにお

任せし」「国土庁の『多自然工法』で整備」 

ということが分かっております。そればかり

でなく、南部地域の斜面林や梨を中心とした

畑地や鎌ケ谷市最後の水田があります。千葉

県が重要視するニホンアカガエルやホタル

の生息も確認されているところです。 

Ｂでも、大津川の流れや湧水もあり、鎌ケ谷

市最大の平面面積を誇る5ha の樹林があり

ます。隣接した北部地区の樹林・斜面林や畑

地・空き地・草原や緑道を入れると、ノウサ

ギや貴重な猛禽類が生息していることも頷

けることでしょう。これらの自然系景観構成

要素は、(案)の条件を十分すぎるほ満たして

います。しかも、「市の顔」にとても近い位

置にあります。 

Ａ、Ｂの地域は、核となる必然性があります。 

自然資源の一つに成り得るものであ

ると考えます。 

このため、これらの自然資源は、「基

礎調査編」においては自然資源の一つ

として加え、また「景観計画編」にお

いては「みどり・うるおい共生ゾーン」

の骨栺的な景観資源の一つとして位

置付けるものとします。 
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③(案)では、｢自然、歴史・文化、生活、産業｣

という観点から、それぞれの地域を見つめて

「景観資源」を、漏らさず発掘しようとして

います。大賛成です。しかし、Ａ、Ｂの地域

は、「自然系」ばかりでなく、「歴史・文化

系」の点でも[(案)の「2.景観の特性と課題」

で表にして詳しく述べられた]以上の価値 

を持っています。古文書での「佐津間（粟野

の隣北）」「中沢」の初出年代を見るだけで

もわかるように歴史は古く、谷地川（大柏川）

や大津川の流れは、産業を生み生活を支え歴

史と文化を育んできた大きな存在です。古い 

寺社やそれを包む寺社林が多いことは当然

として、今年度の市民祭りに「相馬野馬追い」

が来ることや、明治の開拓が粟野の地を根拠

地として「初富」から始まったこと等、歴史

ばかりでなく庶民の文化が、これらの川を遡

って鎌ケ谷に広がっていったことは、明らか

です。それなのに、(案)の中にＡ、Ｂの地域

は一切触れられておりません。なぜでしょう 

か。「自然、歴史・文化、生活、産業」の観

点を総合的に見ても、Ａ，Ｂの地域は、「新

しい顔」と同じくらい鎌ケ谷市の核となるも

のではないでしょうか。 

 

２ 基本計画が実現に向かうため、働きの持続

性、実務・実践のレベルで「評価」を厳正、

形式陶冶の「研修」等。 

 

景観形成基本計画の実現に向けて、取

組の持続性や評価は、大切なことであ

ると認識しています。また、そうした

取組を行う人材育成も大切なことで

あると認識しています。ご意見を踏ま

えて、今後取り組んでいきたいと考え

ます 
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３ 問題点を課題事項として、管理能力の向上に

努めていただきたい。（要諦を時間軸で把握

する。） 

 

より良い景観の形成には、市民、事業

者、行政等の連携と協力が丌可欠で

す。市民、事業者等においては、自ら

が所有あるいは管理する物件に対し

て積極的な景観の形成に努めるとと

もに、行政が実施する景観施策に対し

て協力していただくことで、より魅力

的な景観の形成が可能となります。 

一方、行政においては、公共空間に対

する積極的な景観整備を行うことで、

先導的な役割を担い、地域の良好な景

観の形成を牽引していくことが必要

であると考えています。より良い景観

は、異なる多くの立場の者が相互に連

携、協力することで形成されるため、

明確な時間軸に沿った目標は立てに

くいものであると言えます。しかし、

行政にあっては、地域の良好な景観の

形成の牽引役となるべく、公共施設の

整備や維持管理の取組の中で、景観 

に対する検討を加えて取り組んでい

くものとします。 

 

 

４ 都市計画と「景観」という新しい地域環境の

視点は、今後、多いに期待できる。（現状を

観ていく姿勢） 

ご意見のとおり、「景観」という視点

は、改めて自らが暮らすまちを見直

し、また、今後のまちづくりを進めて

いく上での視点になり得るものです。 

市民、事業者、行政等の相互の連携、

協力のもと、より良い景観の形成、ひ

いては魅力的なまちづくりを進めて

いきたいと考えます。 
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５ 市全体（6 地域を統括する公の資源活用力）

を顕在化する力を、市民活動からも学べると

思う。 

市民、事業者、行政等の連携、協力の

機会を通じて、資源活用の方法等を今

後検討していきたいと考えています。 

 

６ （一市民として私見）連携を協力を、おひと

りお一人の「暮らし」を尊重し、「対話」を

希求する。ひろくふかく傾聴していただきた

い。 

公共施設における具体の景観整備等

を行う際は、地域住民等のご意見をお

伺いする場や機会を設けて進めてい

きます。 

 

 


